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は

じ

め

に

明
清
鼎
革
期
の
戦
乱
で
荒
廃
し
た
東
北
南
部
を
復
興
さ
せ
る
た
め
、
順
治

一
〇
年

(
一
六
五
三
)
清
朝
は
遼
東
招
民
開
墾
令
を
発
し
て
漢

族
移
民
を
招
き
入
れ
、
積
極
的
に
開
墾
を
推
進
し
た
。
ま
た
、
清
初
よ
り
ロ
シ
ア
と
の
緊
張
関
係
が
高
ま

っ
た
た
め
、
吉
林
や
黒
龍
江

の
要

衝
に
駐
防
兵
を
配
置
し
、
周
囲
に
官
荘
屯
田
を
設
け
た
。
そ
の
後
移
民
の
増
加
に
よ

っ
て
旗
地
経
営
が
次
第
に
圧
迫
さ
れ
た
た
め
、
政
府
は

乾
隆
五
年

(
一
七
四
〇
)
に
封
禁
令
を
出
し
て
移
住
を
抑
制
し
た
。
そ
れ
で
も
、

一
八
世
紀
を
通
し
て
奉
天
開
発
の
勢

い
は
止
ま
ず
、

一
九

世
紀
に
は
吉
黒
両
省
の
沃
野
に
も
漢
族
移
民
に
よ
る
開
墾
の
手
が
伸
び
る
よ
う
に
な

っ
た

。

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、

一
九
世
紀
ま
で
の
東
北
開
発
は
荒
地

の
開
墾
が
中
心
で
あ
り
、
移
民
の
大
部
分
は
農
業
を
営
ん
で
い
た
も
の

と
思
わ

れ
る
。
但
し
、
開
発
前
線
の
経
済
構
造
が
商
品
流
通
の
盛
ん
で
な

い
自
給
自
足
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
る

の
は
早
計
で
あ
る
。

一
般
に
、
開
発
前
線

で
は
生
活
必
需
品
が
自
給
で
き
ず
、
移
民
は
そ
の
多
く
を
後
背
地
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
東
北
に
つ
い

て
見
る
と
、

こ
こ
で
は
厳
し
い
寒
さ
を
防
ぐ
た
め
の
棉
製
品
を
自
給
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
内
地
か
ら
移
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
加
え
て
開
墾
や
農
業
経
営
の
た
め
の
資
金
、
特
に
出
稼
ぎ
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
も
不
足
し
が
ち

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

従

っ
て
辺
境
で
は
、
移
住
の
進
展
に
よ
り
商
品
流
通
が
次
第
に
活
性
化
し
、
商
人
が
こ
こ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
商
業

資
本
が
生
活
必
需
物
資
や
経
営
資
金
を
補
給
す
る
兵
帖
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
で
、
始
め
て
開
発
と
定
住
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
小
商

山

本

進

清

末

東

三

省

の

幣

制
　
抹
兌

と
過
帳
　



品
生
産

(販
売
を
目
的
と
し
た
生
産
)
が
高
度
に
展
開
し
た
江
南
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
、
開
発
前
線
は
流
通
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
。

そ
れ
故
、
東
北
で
活
躍
し
た
商
人
は
、
市
集
で
農
産
物
を
交
易
す
る
農
民
的
商
人
で
は
な
く
、
遠
隔
地
交
易
を
営
む
比
較
的
大
規
模
な
商
人

が
中
心

で
あ

っ
た
。
二
〇
世
紀
に
到

っ
て
も
、
東
三
省
で
は
市
集
が
発
達
し
て
い
な
か

っ
た
(、.。

東
三
省
に
お
け
る
商
人
の
活
動
に

つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多

い
が
、

一
般
的
に
は
山
西
商
人
や
直
隷
商
人
が
活
躍

し
て
い
た
と
言
わ
れ

て
い
る

。
こ
れ
に
対
し
、
数

の
上
で
は
卓
越
す
る
山
東
出
身
者
は
農
業
労
働
に
従
事
す
る
出
稼
ぎ
が
中
心
で
、
商
業
部
門
で
の
活
躍
は
目

立
た
な

い

。
彼
ら
は
雑
貨
店
と
し
て
内
地
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
棉
布
や
雑
貨
を
開
拓
農
民
に
販
売
し
た
り
、
ま
た
糧
桟
と
し
て
粟

・
大
豆

・
高
梁

を
移
出
し
た
り
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
糧
桟
は
ま
た
、
収
買
し
た
高
梁
を
使

っ
て
焼
酒
を
作

っ
た
が
、
焼
鍋

(酒
造
業
者
)

の
大
多

数
は
山
西

・
直
隷
出
身
者
で
あ

っ
た

。

さ
て
、
清
代
東
三
省
で
使
用
さ
れ
た
貨
幣
は
銭
で
あ
る
が
、
制
銭
は
ほ
と
ん
ど
出
回
っ
て
お
ら
ず
、
大
部
分
が
銭
票

(商
人
が
発
行
す
る

制
銭
建

て
手
形
で
、
私
帖
と
も
呼
ば
れ
る
)
と
し
て
通
行
し
て
い
た
。
銭

の
計
数
法
は
、
前
稿

「清
代
東
銭
考
」
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
直

隷
北
東
部
と
奉
天
で
は
制
銭

一
枚
を
六
文
と
数
え
る
東
銭
が
用

い
ら
れ
、
吉
林
と
黒
龍
江
で
は
制
銭

一
枚
を
二
文
と
数
え
る
中
銭
が
用
い
ら

れ
た

。
銭
票
の
発
行
に
法
的
規
制
は
な
か

っ
た
が
、
焼
鍋
の
よ
う
な
有
力
商
人
や
銭
舗

(両
替
商
)
が
発
行
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
通
常
、
紙
幣
は
貨
幣
経
済
が
相
当
に
発
達
し
た
段
階
で
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
東
三

省
は
開
発
前
線
と
し
て
商
品
流
通
が
発
達
し
て
お
り
、
ま
た
紙
幣

の
動
き
も
基
本
的
に
棉
布

・
雑
貨
移
入
と
穀
物
移
出

に
伴

っ
て
開
拓
農
民

と
発
券
商
人
と
の
間
を
往
き
来
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
東
三
省
で
銭
票
が
主
要
な
交
換
手
段
と
な

っ
た
の
も
何
ら
不
思
議
で
は
な

い
。

↓

般
に
、
銭
票
は
発
券
商
人
の
営
業
範
囲
内

の
み
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
満
州
事
変
後
も
県
流
通
券
と
い
う
形
で
使
わ
れ
続
け
る
の
で

あ
る
が

、
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
九
世
紀
前
期
に
奉
天
省
金
融

の
結
節
点
で
あ

っ
た
蓋
平
県
で
発
行
さ
れ
た
銭
票
は
、
現
銭
と
の
免

換
が
困
難
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
都
市
で
も
遍
く
通
行
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
世
紀
末
に
至
る
と
通
貨
事
情
は
大
き
く
変
貌
す
る
。

ロ
シ
ア
や
日
本
の
帝
国
主
義
的
経
済
進
出
を
防
遇
す
る
た
め
、
清

朝
は
奉

天
官
銀
号

(後

の
東
三
省
官
銀
号
)、
永
衡
官
帖
局

(後
の
吉
林
永
衡
官
銀
銭
号
)
、
広
信
公
司

(後
の
黒
龍

江
省
官
銀
号
)
を
設



立
し
て
官
帖
と
呼
ば
れ
る
紙
幣
を
発
行
し
、
ロ
シ
ア
の
ル
ー
ブ
ル
紙
幣
や
横
浜
正
金
銀
行
の
抄
票
と
対
抗
し
て
通
貨
発
行
権
を
守
ろ
う
と
し

た
。

ロ
シ
ア
革
命

で
前
者
が
脱
落
し
て
か
ら
満
州
事
変
ま
で
は
、
金
融
の
主
導
権
を
め
ぐ
り
張
作
森

・
学
良
政
権
と
日
本
と
の
間
で
激
し
い

確
執
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

清
末

か
ら
満
州
事
変
に
到
る
ま
で
の
東
北
貨
幣
史
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
経
済
史
あ
る
い
は
近
代
中
国
東
北
史
の
側
か
ら
、
日
本
帝
国
主
義

の
拡
張
と
張
政
権

の
抵
抗
と
い
う
視
点
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た

。
し
か
し

一
九
世
紀
末
ま
で
の
状
況
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検

討
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
の
誤
認
さ
え
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
石
田
興
平
は
吉
林
で
は
焼
鍋
の
発
行
す
る
私
帖

が
納
税
に
も
使
用
さ

れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
し
、
安
冨
歩
も
石
田
説
を
継
承
す
る

。
同
治
以
降
、

一
部
の
地
域
で
雑
税
の
私
帖
納
税
が
行
わ
れ
た
の
は
事
実

で
あ
る
が
、
特
定
業
者

の
振
り
出
す
私
帖
が
国
家
に
信
任
さ
れ
、
受
領
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
で
詳
述
す
る
が
、
石
田
の
言
う

焼
鍋
票
と
は
私
帖
で
は
な
く
、
咸
豊

期
に
政
府
が
発
行
し
た
官
銭
票
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
安
冨
は
私
帖
の
盛
行
を
東
北
の
内
地
に
対
す

る
貿
易
赤
字
傾
向
か
ら
説
明
す
る
が
、
前
稿
で
述
べ
た
と
お
り
、
東
三
省
で
は
乾
隆
期
か
ら
私
帖
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
制
銭
が
充
実

し
て
い
た
時
代
は
な
い
。
総
じ
て
、
従
来
の
研
究
は

一
九
世
紀
ま
で
の
東
北
経
済
を
近
代
と
の
距
離
か
ら
捉
え
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
中
に
内

発
的
発
展

の
到
達
点
を
見
出
そ
う
と
は
し
て
こ
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
研
究
史
上
の
不
備
を
克
服
す
べ
く
、
本
稿
で
は

一
九
世
紀
後
半
か
ら
辛
亥
革
命
前
夜
ま
で
の
東
三
省
、

特
に
奉
天

・
吉
林
両

省
の
貨
幣

・
金
融
史
を
、
主
と
し
て
中
国
側

(漢
文
)
史
料
を
用
い
て
、
中
央
政
府
お
よ
び
各
省
当
局
の
通
貨
政
策
と

い
う
視
点
か
ら
論
じ

る
。
議
論

の
姐
上
に
載
せ
る
の
は
、
第

一
に
、
咸
豊

初
に
お
け
る
官
銭
票
の
発
行
と
、
そ
れ
が
惹
起
し
た
同
治
以
降
の
抹
兌

銭
帖
の
盛
行
現

象
に
つ
い
て
、
第
二
に
、
抹
兌

銭
帖
を
更
に
発
展
さ
せ
た
預
金
通
貨
の
普
及
と
政
府

の
対
応
に

つ
い
て
で
あ
る
。
地
域

別
に
見
れ
ば
、
第

一

の
論
点

は
吉
林
を
、
第
二
の
論
点
は
奉
天
を
、
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。



成
豊

三
年

(
一
八
五
三
)
二
月
、
政
府
は
太
平
天
国
鎮
圧
に
対
す
る
軍
事
費
を
補
填
す
る
た
め
、
二
種
類
の
紙
幣
す
な
わ
ち
戸
部
官
票

(銀

票
)
と
大
清
宝
砂

(
銭
鈔
)
を
発
行
し
た
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
現
銀
や
現
銭
の
兌
換
券
で
あ
り
、
建
前
上
は
納
税
に
も
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
財
政
難
に
あ
え
ぐ
官
庁
は
受
領
を
拒
む
こ
と
が
多
く
、
発
行
直
後
よ
り
価
値
が
下
落
し
、
数
年
後
に
整
理
さ
れ
た

。
銀
票
や
銭

砂
は
主

に
京
師
で
使
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
政
府
は
各
省
に
も
官
銭
総
局
や
分
局
を
設
置
し
、
票
鈔

の
通
行
を
強
制
し
た
。
だ
が
福
建

・
陳
西

・
山
西
で
若
干
の
努
力
が
払
わ
れ
た
も
の
の
、
各
省
は
概
ね
陽
奉
陰
違
の
態
度
で
臨
ん
だ

。

吉
林

で
は
、
咸
豊

四
年
七
月
、
将
軍
景
淳
が

「吉
林
で
は
俸
餉
や
雑
支
な
ど
の
経
費
が
毎
年
お
よ
そ
銀
三
二
万
両
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら

は
本
省

が
徴
収
す
る
地
丁
等
銀

・
各
項
地
租

・
焼
鍋
票
銭
に
よ
り
確
保
し
て
い
る
が
、
不
足
す
る
銀
は
京
師
か
ら
酌
機
領
運
さ
れ
て
い
る
」

と
上
奏

し
て
い
る
よ
う
に

、
餉
需
の

一
部
を
焼
鍋
票
銭
で
確
保
し
て
い
た
。
景
淳
は
翌
五
年

一
二
月
の
奏
摺
で
も
、

「昨
年
戸
部
よ
り
頒

布
さ
れ
た
官
票
銀
四
万
両
に
つ
い
て
は
、
雑
支
の
項
目
に
お
い
て
銀
と

一
定

の
比
率
で
支
出
し
、
ま
た
軍
民
に
暁
諭
し

て
行
使
さ
せ
た
が
、

商
質
は

こ
れ
を
畏
途
と
見
な
し
、
銭
を
票
に
換
え
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
」
の
で
、
「庫
内
の
現
存
官
票
銀
七
千
余
両

・
焼
鍋
票
銀
五

千
余
両

・
焼
鍋
票
銭
二
万
余
吊
」
を
通
済
字
号
官
銭
舗
の
兌
換
準
備
金
に
充
て
、
票
法
の
暢
行
を
図
り
た
い
と
述
べ
て
い
る

。
こ
の
通
済

官
銭
舗

こ
そ
、
東
三
省
で
最
も
早
く
設
置
さ
れ
た
官
銭
局
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
景
淳
が
語
る
よ
う
に
、
銀
票
や
銭
鈔

は
建
前
上
正
貨

(銀

銭
の
兌
換
券
)
で
あ

っ
た
が
、
民
間
で
は
戦
時
国
債
の
よ
う
な
有
価
証
券
と
見
な
さ
れ
、
買
い
手
は
ほ
と
ん
ど
付
か
な
か

っ
た
。

一
方
、
華

北
や
東
北
で
は
、
現
銭
の
軽
齎
手
段
と
し
て
銭
票

(私
帖
)
が
広
く
行
使
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
銀
票
や
銭
鈔

が
容
易
に
受
領
さ

れ
な
い
こ
と
を
見
越
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
主
要
都
市
に
官
銭
舗
を
設
立
し
、
こ
れ
ら
票
鈔

を
兌
換

準
備
金
と
し
た
銭
票

(官
帖
)
を
流
通
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
民
間
の
私
帖
行
使
慣
行
に
票
鈔
を
滑
り
込
ま
せ
、
票
鈔

の
信
頼
性
の
低
さ
を
糊
塗
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
吉
林
省
が
備
蓄
し
た
り
民
間
よ
り
徴
収
し
た
り
す
る
票
鈔

の
中
に
、
銀
建
て
や
銭
建
て
の
焼
鍋
票
が
見
ら
れ
る

一

成

豊
票
鈔

の

発

行



こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
石
田
興
平
は
こ
れ
を
焼
鍋
の
発
行
し
た
私
帖
で
あ
る
と
捉
え
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
私
帖
で
は
な
く
票
鈔

の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
特
定
の
票
鈔

が
焼
鍋
票
と
呼
ば
れ
、
他

の
票
鈔
と
弁
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

清
代
東
三
省
の
焼
鍋
は
基
本
的
に
自
由
営
業
で
あ
り
、
牙
税
や
当
税

の
よ
う
な
営
業
税
は
課
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従

っ
て
焼
鍋
票
銀

・
銭

は
税
目
で
は
な
い
。
政
府
が
流
通
を
統
制
し
て
い
た
の
は
、
人
参
で
あ
る
。
奉
天

・
吉
林
両
省
東
部
か
ら
朝
鮮
北
部
に
か
け
て
の
山
間
で
採

取
さ
れ

る
人
参
は
漢
方
薬
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
政
府
は
創
夫
と
呼
ば
れ
る
採
掘
労
働
者
に
参
票
と
呼
ば
れ
る
許
可
証
を
発
給
し
て
、
毎
年

一

定
量
の
人
参
と
税
銀
を
納
め
さ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
濫
掘
に
よ
り
採
取
が
次
第
に
困
難
と
な

っ
た
た
め
、
創
夫
の
生
計
が
悪
化
し
、
参
票

の
受
領
者
が
な
く
な

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
政
府
は
奉
天

・
吉
林
で
経
済
力
を
増
し

つ
つ
あ

っ
た
焼
鍋
に
目
を
付
け
、
乾
隆
初
よ
り
彼
ら
を
創

夫
の
保

票
人

(保
証
人
)
と
し
た
り
、
更
に
は
参
票
の
引
き
受
け
手
と
し
た
り
し
た
。
要
す
る
に
参
務
の
行
き
詰
ま
り
を
焼
鍋
に
肩
代
わ
り

さ
せ
た

の
で
あ
る

。
因
み
に
、
奉
天
で
は
嘉
慶
五
年

(
一
八
〇
〇
)
よ
り
、
黄
酒
の
醸
造
業
者
に
も
麹

の
購
入
量
に
応
じ
て
参
票
を
受
領

さ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た

。
そ
れ
故
、
景
淳
の
言
う
焼
鍋
票
銀

・
銭
と
は
、
焼
鍋
に
引
き
受
け
さ
せ
た
参
票
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
税
銀

・

税
銭

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

「票
」
は
銭
票
す
な
わ
ち
紙
券
で
は
な
く
参
票
す
な
わ
ち
許
可
証
を
指
し
て
い
る
。
但
し
、
景
淳
は
砂
法
に
つ

い
て
論

じ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
税
は
参
票
を
課
税
対
象
と
し
、
焼
鍋
よ
り

(現
銀
や
現
銭
で
は
な
く
)
票
鈔

口
紙
幣
で
徴
収
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

一
方
、
政
府
は
人
参
資
源
の
回
復
を
図
る
べ
く
、
咸
豊

三
年
よ
り
光
緒
六
年

(
一
八
八
〇
)
ま
で
吉
林

・
三
姓

・
寧
古
塔
の
産
参
山
場
を

封
禁
し
た
。
そ
の
結
果
、
人
参
の
現
物
納
は
停
止
さ
れ
た
が
、

一
方
焼
鍋
票
は
純
然
た
る
焼
鍋
の
営
業
税
と
見
な
さ
れ
、
高
額
の
票
銭
お
よ

び
そ
の
津
貼

(附
加
税
)
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
吉
林
庁

・
長
春
庁
に
お
け
る
嘉
慶

一
六
年

の
焼
鍋
票
は

一
五
〇
張
、
票
課
は
毎

張
中
銭

五
〇
〇
吊
で
あ

っ
た
が
、
次
第
に
増
額
さ
れ
、
道
光
五
年
に
は

一
〇
万
八
〇
〇
〇
吊
に
、
道
光
二
九
年
に
は

一
八
万
九
〇
〇
〇
吊
に

達
し
た

。

し
か
し
過
重
な
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
焼
鍋
は
相
次

い
で
事
業
を
停
止
し
、
道
光
五
年
以
前
に
は

一
〇
〇
家
-
八
〇
家
存
在
し
た

焼
鍋
は
、
道
光
二
九
年
の
増
額
後
は
七
〇
余
家
に
減
り
、
咸
豊

三
年
に
は
五

一
家
、
翌
四
年
に
は
四
〇
家
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ

。
咸
豊

四



年
、
景
淳
は
津
貼
を
停
止
し
て
税
額
を

一
〇
万
八
〇
〇
〇
吊
に
戻
す
よ
う
奏
請
し
た
が
、
そ
れ
で
も

「近
来
商
運
通
ぜ
ず
、
酒
勧
多
く
は
滞

り
、
力
無
き
者
は
陸
続
荒
閉
し
、
現
設
し
た
る
者
も
資
本
消
磨
し
、
特
だ
続
増
の
十
八
万
九
千
吊
、
力
の
完
む
る
能
わ
ざ
る
の
み
に
非
ず
、

即
ち
本
年
減
交
の
十
万
八
千
吊
も
、
半
ば
借
貸
よ
り
出
す
」
と
い
う
有
様
で
、
焼
鍋
は
減
額
さ
れ
た
票
銭
さ
え
自
力
で
支
払
う
こ
と
が
困
難

で
あ

っ
た

。
俸
餉
の
確
保
と
穀
物
の
円
滑
な
売
り
捌
き
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
た
景
淳
は
、
咸
豊

七
年
、
再
度
票
銭
を
原
額
に
戻

し
て
そ

の
受
領
を
促
し

、
ま
た
奉
天
に
倣

っ
て
日
据

・
螢
据
を
導
入
し
た

。

話
を
戻
す
と
、
官
票
や
銭
鈔

、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
兌
換

準
備
と
し
て
発
行
さ
れ
た
官
帖
は
数
年
で
塞
滞
し
、
政
府
も
砂
法
の
失
敗
を
認
め

ざ

る
を
得
な
く
な

っ
た
。
同
治
二
年

(
一
八
六
三
)
、
山
東
省
は
銀
銭
鈔

で
の
納
税
を
廃
止
し
、
奉
天
省
も
戸
部
の
杏

を
受
け
て
砂
票
の
収

放
を
停
止
し
た
。
但
し
奉
天
で
は
、
従
来
官
票
で
支
出
し
て
い
た
費
目
に

つ
い
て
は
、
今
後
も
半
額
を
官
票
で
行
い
、
官
票

一
両
に
つ
き
現

銀
二
銭

五
分
を
支
払

っ
て
い
る

。
支
払
対
象
者
に
負
担
を
強

い
て
は
い
る
が
、
同
省
も
ま
た
紗
法
か
ら
撤
退
し

つ
つ
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
吉
林
省
は
少
々
事
情
が
異
な

っ
た
。
同
治
三
年
、
あ
る
者
が

「吉
林
で
は
、
荒
地
を
承
領
し
た
撹
頭
の
王
永
祥
が
協
領

の
常

明

・
富
全

・
明
禄
ら
に
巨
万
の
賄
賂
を
送
り
、
地
租
京
銭
三
〇
1
四
〇
万
吊
の
約
半
数
を
滞
納
し
て
い
る
。
王
は
ま
た
明
禄
の
妻
の
弟
巴
克

喜
と
結
託
し
、
焼
鍋
が
票
課
納
付
に
要
す
る
鋤
票
を
高
値
で
売
り
付
け
、
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る
。
更
に
徴
収
さ
れ
た
楚
金
を
使

い
込
み
、

普
隆
当
舗
な
ど
の
店
を
開
設
し
、
莫
大
な
萱
損
や
団
練
経
費
を
私
物
化
し
て
い
る
。
将
軍
景
編

(景
淳
)
も
焼
鍋
よ
り
賄
賂
を
受
け
、
草
市

に
通
済
銭
舗
を
開
設
し
て
、
明
録
の
支
配
下
に
置
か
せ
て
い
る
」
と
告
発
し
た

。
明
禄
に

つ
い
て
は
、
他
に

「将
軍
景
論
の
信
頼
を
盾
に
、

銀
庫
を
私
物
化
し
、
各
地
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
銭
糧
を
自
分
が
開
設
し
た
義
誠
店
に
運
び
入
れ
、
兵
丁
に
支
払
う
べ
き
給
与
を
銀
紗
で
搭
放

(給
付
)
し
て
、
現
銀
を
着
服
し
た
」
と
い
う
告
発
も
な
さ
れ
た
蓼
。
調
査
に
当
た

っ
た
給
事
中
劉
銃
楠
は
、
筆
帖
式
巴
克
喜
に

つ
い
て
は
、

官
庫
の
銭
八
万
七
千
吊
を
自
分
の
当
舗
で
運
用
し
た
罪
で
革
職
治
罪
処
分
を
下
し
、
協
領
明
禄
に
つ
い
て
は
、
官
銭
舗
を
管
理
す
る
立
場
を

悪
用
し
、
焼
鍋
の
干
悼
埜
に
支
払
う
べ
き
官
銭
を
欠
い
た

(高
値
で
紗
票
を
買
わ
せ
た
)
罪
で
革
職
処
分
を
下
す
よ
う
、
ま
た
常
明
と
景
論

は
無
実

で
あ
る
が
、
監
督
不
行
届
に
よ
り
議
処
す
る
よ
う
、
上
奏
し
て
い
る
蓼
。

こ
の
事
件
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
第

一
に
、
吉
林
省

の
財
政
収
支
の
相
当
部
分
が
票
鈔

で
決
済
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
票
抄

の



現
銀
や
現
銭
が
も
と
か
ら
少
な
か

っ
た
東
三
省
、
特
に
吉
林
や
黒
龍
江
で
は
、
私
帖

(銭
票
)
が
貨
幣
と
し
て
広
く
行
使
さ
れ
て
い
た
。

銭
票
は
商
人
の
発
行
す
る

一
覧
払
い
手
形
で
あ
り
、
発
行
元
が
破
産
す
れ
ば
無
価
値
に
な
る
危
険
性
は
あ
っ
た
が
、
現
銭
と
の
問
に
打
歩
が

発
生
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
銭
票
は
十
分
な
兌
換

準
備
が
無

い
ま
ま
過
剰
に
発
行
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
蓋
平
銭
票
の
よ
う
に
現

二
抹
兌

銭

帖

の

流

布

額
面
価
格
と
実
勢
価
格
は
相
当
乖
離
し
て
お
り
、
官
員
が
そ
の
威
勢
を
盾
に
、
人
民
に
対
し
不
利
な
貨
幣
使
用
を
強
制
し
て
私
腹
を
肥
や
し

て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
兵
丁
は
、
給
与
の

一
部
を
票
鈔

で
支
払
わ
れ
て
い
た
が
、
実
銀
支
給
部
分
も
、
明
禄
に
よ

っ
て
票
抄
支
給

に
変
え
ら
れ
て
い
た
。
焼
鍋
も
ま
た
明
禄
に
よ
り
価
値
の
下
落
し
た
銭
鈔

を
正
価
に
よ
り
近
い
価
格
で
買
わ
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、

咸
豊

期

の
砂
法
は
国
家
に
よ
る
収
奪
を
強
め
た
だ
け
で
な
く
、
官
員
の
不
正
行
為
も
惹
起
し
、
経
済
を
大
き
く
混
乱
さ
せ
て
し
ま

っ
た
。
そ

こ
で
各
省
は
同
治
初
に
抄
法
を
廃
止
し
た
が
、
吉
林
だ
け
は
財
政
に
深
く
食

い
込
ん
だ
票
鈔

制
度
を
容
易
に
取
り
除
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
、
吉
林
省
だ
け
が
紗
法
の
極
楷
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
治
三
年
の
疑
獄
で
は
、
巴
克
喜
が
普
隆
当
舗
を
、
明
禄

が
義
誠
店
を
、
景
論
が
通
済
銭
舗
す
な
わ
ち
通
済
官
銭
舗
の
支
店
を
開
設
し
、

こ
こ
で
公
金
を
運
用
し
て
利
益
を
得
て

い
た
と
告
発
さ
れ
て

い
た
。

そ
れ
が
事
実
で
あ

っ
た
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
当
時
の
吉
林
に
在

っ
て
は
当
舗

(質
屋
)
や
銭
舗
の
経
営
が
極
め
て
有
利
な
儲
け

口

と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
金
融
業
者
で
あ
る
。
吉
林
で
は
こ
の
頃
、
開
発
の
進
展
に
よ

っ
て
流
動
性

が
不
足
し
、
当
舗
や
銭
舗
が
私
帖
を
大
量
に
発
行
し
つ
つ
あ

っ
た
。
従

っ
て
銀
票
や
銭
鈔

も
ま
た
現
銀
や
現
銭

の
補
完
物
と
し
て

一
定
の
需

要
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
吉
林
省
で
も
票
鈔

は
回
収
さ
れ
、
世
紀
末
に
復
活
す
る
ま
で
官
帖
は
姿
を
消
し
た
。
そ
し
て
そ
の
空
隙
を
埋
め
た
の
が
私
帖

で
あ

っ
た
。



銭
と
兌
換

し
な
い
こ
と
を
券
面
に
明
記
し
た
も
の
も
あ

っ
た
。
吉
林
も
ま
た
、
兌
換

準
備
の
乏
し
い
抹
兌
銭
帖
と
呼
ば
れ
る
私
帖
が
広
く
通

行
し
た
。

吉
林

で
抹
兌

銭
帖
の
弊
害
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
光
緒
初
期
頃
か
ら
で
あ
る
。
光
緒
九
年

(
一
八
八
三
)
、
署
理
吉
林
将
軍

玉
亮
ら

の
上
奏
に
よ
る
と
、

「街
市
で
行
使
さ
れ
る
糠
帖
と
い
う
の
は
、
本
来
現
銭
が
稀
少
で
あ
る
た
め
、
籍
り
て
流

通
の
助
け
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
資
本
の
多
寡
に
応
じ
て
こ
れ
を
発
行
し
、
帖
を
呈
示
さ
れ
た
ら
直
ち
に
現
銭
を
支
払
う
べ
き

こ
と
、
各
省
皆
同
じ

で
あ
り
、
抹
兌

銭
帖
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
吉
林
省
で
は
、
好
商
が
利
を
食
る
た
め
こ
の
名
前
を
創
り
出
し
た
。
当
初
は
広

く
通
行

し
得
な
か

っ
た
が
、
光
緒
五

・
六
年
以
来
、
慧
帖
の
多
く
が
抹
兌

と
な

っ
た
。
現
銭
が
支
払
わ
れ
な
く
な

っ
た

の
で
、
物
価
や
銀
価

は
日
を
追

っ
て
上
昇
し
て
い
る
。
郷
村
の
農
民
は
都
市
に
赴
い
て
穀
物
や
柴
草
を
販
売
す
る
の
だ
が
、
終
日
腹
を
空
か
せ
て
駆
け
ず
り
回
っ

て
も
、
僅
か
に

一
枚
の
空
帖
を
得
ら
れ
る
の
み
で
、

一
銭
た
り
と
も
兌
換

し
て
飲
食
の
代
金
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
住
民
ら
は
非
常
に
苦

し
ん
で

い
る
」
と
あ
り

、
彼
は
光
緒
五

・
六
年
頃
か
ら
吉
林
で
抹
兌
銭
帖
が
登
場
し
た
と
訴
え
る
。

玉
亮

に
よ
る
と
、
抹
兌

と
は

「現
銭
措
不
開
発
」
す
な
わ
ち
兌
換

を
渋

っ
て
現
銭
を
支
払
わ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
、
抹
兌

の
辞
書
的
意
味
は
割
引
す
る
こ
と
で
あ
り
、
強
い
て
兌
換

し
よ
う
と
す
る
と
相
当
の
割
引
を
要
求
さ
れ
た

。
当
時
の
吉
林
で
は
貨
幣
需
要

が
極
め
て
旺
盛
で
あ

っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
不
換
銭
票
で
も
取
付
を
起
こ
さ
ず
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
銀
や
諸
物
産
に
対
す

る
価
格

は
当
然
下
落
し
、
抹
兌

銭
帖
イ
ン
フ
レ
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
が
発
生
し
て
い
た
。

玉
亮

は
抹
兌

銭
帖

の
登
場
を
光
緒
五

・
六
年
頃
と
見
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
光
緒

一
〇
年
、
吉
林
将
軍
紀
元
ら
の
上
奏
に
よ
る
と
、

「吉

林
で
は
現
銭
が
不
足
す
る
た
め
、
以
前
か
ら
荒
地
の
租
賦
の

一
部
を
慧
帖
で
支
払
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
が
、
同
治
四
年
、
署
将
軍
阜
保
が

雑
税

・
土
税

・
焼
鍋
票
課

・
萱
掲
に
つ
い
て
も
、
二
割
現
銭

・
八
割
抹
兌

で
の
納
付
を
認
め
た
。
同
治

一
〇
年
に
な
る
と
、
市
中
か
ら
現
銭

が
ほ
ぼ
払
底
し
た
の
で
、
将
軍
変
椿
が
焼
鍋
票
課
の
全
額
抹
兌

納
付
を
許
し
た
。
光
緒
四
年
に
は
楚
掲
を
貨
贅
に
再
編

し
た
が
、
こ
れ
も
全

額
抹
兌

納
付
を
許
し
た
」
な
ど
と
あ
り
..ご
、
同
治
年
間
よ
り
既
に
抹
兌

が
存
在
し
、
吉
林
将
軍
衙
門
も
抹
兌

で
の
地
租

・
雑
税

・
萱
金
支
払

い
を
許

可
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
抹
兌
の
成
り
立
ち
に

つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
甲
舗
が
買
い
物
を
し
て
帖
で
支
払
い
、



買
い
手
は
乙
舗
に
赴

い
て
換
金
し
よ
う
と
す
る
が
、
乙
舗
は
現
銭
が
無

い
た
め
、
ま
た

一
帖
を
振
り
出
す
と
い
う
具
合

に
、
転

々
と
負
債

の

付
け
回

し
を
す
る
こ
と
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

負
債

の
付
け
回
し
が
恒
常
化
す
る
と
、
商
人
は
銭
帖
の
発
券
さ
え
省
略
す
る
よ
う
に
な
り
、
振
替
勘
定
で
自
己
の
債
権
と
債
務
を
相
殺
す

る
よ
う

に
な
る
。
大
谷
彌
十
次

『
満
洲

二
於
ケ
ル
支
那
側
金
融
機
関
ト
通
貨
』

(南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
総
務
部
調
査

課
、

一
九

一
九
年
)

に
よ
る
と
、
「最
初

ハ
民
間

二
於
テ
随
意
発
行
セ
シ
慧
帖
ト
称
ス
ル
銭
票

ニ
シ
テ
、
初

ハ
之
ト
引
換

二
現
銭
ヲ
交
付
セ
シ
カ
、
後
遂

二
振
替

勘
定

ノ
方
法
ヲ
採
リ
、
現
銭
ヲ
得
ン
ト
セ

ハ
、
多
大
ノ
割
引
ヲ
ナ
ス
ノ
悪
弊

二
陥
リ
タ
ル
」

(六

一
頁
)
と
あ
り
、
後
述
す
る
過
帳

の
よ
う

に
、
抹
兌

は
銭
舗
な
ど
が
振
り
出
す
預
金
通
貨
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。

民
間

の
銭
票
が
い
つ
頃
か
ら
抹
兌

に
な

っ
た
の
か
を
史
料
か
ら
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
吉
林
で
は
成
豊
三
年
よ
り
政
府
が
官

銭
舗
を
設
立
し
、
票
鈔

を
兌
換

準
備
と
し
た
官
帖
を
発
行
し
て
い
た
。

こ
れ
に
倣
い
、
お
そ
ら
く
民
間
で
も
票
鈔

を
兌
換

準
備
と
し
た
私
帖

を
振
り
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
票
抄
は
名
目
上
は
党
換
券
で
あ
る
が
、
実
勢
価
格
は
大
幅
に
下
落
し
て
い
た
の
で
、
官
帖
や
私
帖
を
現
銭

に
兌
換

す
る
際
に
は
大
幅
な
割
引
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
銭
鈔

の
登
場
と
と
も
に
抹
兌

銭
帖
が
出
現
し
た
の

で
あ
る
。
石
田
興
平
に
よ
る
と
、
同
治
四
年
、
阜
保
は
銀
票
の
兌
換
に
対
し
、
二
割
を
現
銀
、
八
割
を
不
換
紙
幣
で
交
付
す
る
規
定
を
設
け

た
が
、

こ
の
交
換
比
率
は
他

の
取
引
で
も
適
用
さ
れ
、
官
銀
票
は
二
八
現
票
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る

。
も
し
そ
う
だ
と
す

る
と
、
抹
兌

慣
行
は
い
よ
い
よ
政
府
が
率
先
し
て
始
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
政
府
は
砂
法
か
ら
撤
退

し
た
後
も
、
吉
林
市

場

へ
現
銀
や
現
銭
を
追
加
投
入
し
な
か

っ
た
た
め
、
ま
た
こ
の
頃
吉
林
の
貨
幣
需
要
が
急
膨
張
し
た
た
め
、
官
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
抹
兌

慣
行
は
民
間
に
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
銀
や
現
銭

の
不
足
は
東
三
省
共
通
の
事
情
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
林
だ
け
抹

免
銭
帖

が
普
及
し
た
の
は
、
奉
天
や
黒
龍
江
で
は
官
帖
が
あ
ま
り
発
行
さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

通
貨
政
策
に
お
け
る
政
府
の
不
作
為
は
、
金
融
市
場
を
混
乱
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
巡
り
巡

っ
て
省
財
政
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に

な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
銀
や
現
銭
が
市
場
か
ら
姿
を
消
し
た
た
め
、
地
丁
は
と
も
か
く
、
雑
税
の

一
部
な
い
し
全
部
を
抹
兌

銭
帖
で
納
付

す
る
こ
と
を
渋
々
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
玉
亮

の
上
奏
も
希
元
の
上
奏
も
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
人
民
の
苦
累
の
除
去
で



は
な
く
、
抹
兌

納
税
の
禁
止
で
あ

っ
た
が
、
同
治

二

年
に
も
吉
林
将
軍
変
熔
が
、
市
中
に
現
銭
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
税

課

・
麓
損

・
焼
鍋
票
課
の
八
割
を
抹
兌

で
収
納
す
る
こ
と
を
奏
請
し
て
い
る
よ
う
に

、
当
時
の
吉
林
で
は
現
銭
で
の
税
摘
徴
収
は
事
実
上

不
可
能

で
あ

っ
た
。

先

の
上
奏
に
よ
る
と
、
玉
亮
は
光
緒
八
年
六
月
に
抹
兌

銭
帖
の
通
行
禁
止
命
令
を
下
し
た
が
、
銭
舗
が
猶
予
期
間
を
求
め
た
た
め
、
実
施

を
翌
九
年
正
月
に
ず
ら
せ
て
施
行
し
た
。
そ
し
て
今
後
は
、
慧
帖

一
〇
千
に

つ
き
現
銭
二
千
の
兌
換
に
応
ず
る
よ
う
命
じ
た
。
だ
が
、
翌
年

の
希
元

の
上
奏
に
よ
る
と
、
「昨
年
三
月
、
将
軍
銘
安
が
抹
兌

の
名
目
を
永
遠

に
厳
禁
し
た
が
、
こ
の
時
本
省
が
徴
収

し
た
焼
鍋
票
課

・
贅

損

・
斗
税

・
雑
土
各
税
は
、
抹
兌

銭
帖
で
四
十
余
万
吊
に
も
達
し
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
抹
兌

銭
帖
は
吉
林
財
政
に
深
く
食
い
込
ん
で

い
た
。
銭
舗
も
ま
た
、
過
帳

(預
金
通
貨
)
を
創
出
し
て
現
銭
不
足
に
対
応
し
て
い
た
。
そ
こ
で
希
元
は
、
長
春
庁
焼
鍋
票
銀

・
萱
掲

・
斗

税
は
当

面
銭
建

て
納
税
を
続
け
る
が
、
雑
税

・
土
税

・
荒
地
租
賦
に
つ
い
て
は
銀
建
て
納
税
に
変
更
す
る
こ
と
、
銀
貨
を
鋳
造
し
て
市
場
に

供
給
す

る
こ
と
を
奏
請
し
た
。
但
し
、
希
元
は
銀
円
で
は
な
く
、
銀
両
建
て
足
色
紋
銀
で
銅
銭
に
似
せ
た
銀
銭

の
鋳
造
を
構
想
し
て
い
る
。

吉
林
機

器
局
は
光
緒
八
年
に
は

一
両

・
半
両
の
銀
銭
を
、
光
緒

一
〇
年
に
は

一
両

・
七
銭

・
半
両

・
三
銭

・
一
銭

の
銀
銭
を
鋳
造
し
た

。

と
こ
ろ
が
、
希
元
の
銀
貨
鋳
造
案
に
対
し
、
吉
林
の
紳
商
ら
は
制
銭

の
鋳
造
を
請
願
し
た
。
希
元
は
銅
銭
の
鋳
造
経
費
は
千
文
あ
た
り
三

百
数
十
文
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
難
色
を
示
し
た
が
、
紳
商
ら
は
現
在
の
七
贅
貨
掲
に
加
え
四
麓
貨
損
の
徴
収
を
認
め
る
こ
と
で
、
鼓
鋳
経

費
を
補

い
た
い
と
申
し
出
た

。
商
人
層
も
抹
兌

銭
帖
の
盛
行
は
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
彼
ら
は
多
少
の
費
用
負
担

を
甘
受

し
て
で
も
現
銭
の
鋳
造
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
希
元
は
、
光
緒

一
二
年
冬
に
宝
吉
局
を
設
置
し
、
四
贅

貨
摘
を
原
資
と
し
て

制
銭
の
鼓
鋳
を
始
め
た
が
、
や
は
り
量
産
は
不
可
能
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
後
任
の
吉
林
将
軍
長
順
は
、
光
緒

一
四
年
、
上
海
に
て
制

銭
数
十

万
串
を
買
い
付
け
て
吉
林
に
移
入
す
べ
し
と
奏
請
し
た

。

こ
の
提
案
は
実
施
に
移
さ
れ
、
費
用
は
千
文
あ
た
り
二
百
数
十
文
で
済
ん
だ
。
そ
こ
で
長
順
は
、
光
緒

一
八
年
、
四
贅
貨
掃
を
原
資
と
し

て
、
再
度
江
蘇
省
か
ら
制
銭
を
買
い
付
け
る
こ
と
を
奏
請
し
た
桑
。
と
こ
ろ
が
政
府
は
、
江
南

で
も
制
銭
が
不
足
し
て

い
る
と
い
う
理
由
に

よ
り
、

こ
れ
を
許
可
し
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
、
長
順
は
買
付
先
を
江
蘇

・
浙
江

・
福
建

・
広
東
に
分
散
し
て
再
申
請

し
て
い
る
蓼
。
し
か



光
緒

二
〇
年

(
一
八
九
四
)
、
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
盛
京
将
軍
裕
禄
は
奉
天
に
華
豊
官
帖
局
を
設
置
し
、
戸
部
機
款
八
万
両
を
準

備
金
と

し
て
東
銭
建
て
銭
帖
を
発
行
し
た
。
し
か
し
局
の
欠
損
が
甚
だ
多
か
っ
た
た
め
、
光
緒
二
二
年
、
将
軍
依
克
唐

阿
は
華
豊
官
帖
局
を

廃
止
し
て
銭
帖
を
回
収
す
る
と
と
も
に
、
広
東
や
湖
北
の
例
に
倣

っ
て
大
小
銀
元

(現
大
洋

・
現
小
洋
)
の
鋳
造
を
開
始
し
た
。
だ
が
、
官

帖
局
の
廃
止
に
よ
り
市
場
に
出
回
る
貨
幣
量
が
減
少
し
た
た
め
、
依
克
唐
阿
は
光
緒
二
四
年
、
新
た
に
華
盛
官
帖
局
を

設
立
し
、
銀
元
を
準

備
金
と

し
て
銀
帖
を
発
行
し
た
茜
。
一
方
吉
林
で
は
、
濫
発
さ
れ
た
私
帖
を
整
理
し
、
併
せ
て
急
増
す
る
ル
ー
ブ

ル
紙
幣

を
防
遇
す
る
た
め
、

光
緒
二
四
年
、
将
軍
延
茂
が
永
衡
官
帖
局
を
開
設
し
、
銀
元
建
て
官
帖
を
発
行
し
た
が
、
光
緒
二
六
年
に
は
中
銭
建
て
官
帖
に
切
り
替
え
ら

れ
た

。
官
帖
の
登
場
に
よ
り
私
帖
の
通
行
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
二
〇
世
紀
以
降
も
、
焼
鍋
が
私
帖
を
発
行
し
て
い
る
事
例
は
数
多
見
ら
れ

る

。

三

過

帳

制

度

の

普

及

し
実
施
に
移
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

同
じ
頃
、
直
隷
や
奉
天
で
も
制
銭
が
欠
乏
し
て
い
た
が
、

こ
の
地
方
で
は
銭
建
て
私
帖
で
な
く
、
銀
建
て
私
帖
が
通
行
し
て
い
た
。
光
緒

=
二
年
、
署
津
海
道
劉
汝
翼

・
天
津
道
胡
橘
蘂

・
東
海
関
道
盛
宣
懐

・
署
山
海
関
道
廷
彦

の
直
隷
総
督
李
鴻
章
に
対
す

る
報
告
に
よ
る
と
、

「天
津

の
市
面
で
は
現
銭
が
甚
だ
少
な
く
、
た
だ
銭
帖
に
よ

っ
て
交
易
し
て
い
る
。
先
に
は
商
舗
に
よ
る
現
銭
の
圃
積
居
奇
を
禁
じ
た
が
、

董
金
局

は
銭
帖
銀
両
に
よ

っ
て
徴
税
を
行

っ
て
い
る
」

「営

口
の
贅
金
徴
収
も
銭
帖
銀
両
を
用

い
て
お
り
、
現
銭
が
行
使
さ
れ
て
い
な
い
状

況
は
天
津
と
同
じ
で
あ
る
」
な
ど
と
あ
り

、
渤
海
沿
海
部
で
は
銭
帖
銀
両
す
な
わ
ち
銀
券
が
通
行
し
、
萱
金
も
銀
券
で
徴
収
さ
れ
て
い
た
。

お
そ
ら
く
東
南
諸
省

へ
の
大
豆
移
出
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
天
津
や
営
口
は
銭
遣
い
か
ら
銀
遣

い
へ
転
換
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
二
〇
世
紀
に

入
る
と
、
奉
天
は
銀
建
て
の
奉
天
票
を
使
用
し
、
吉
林

・
黒
龍
江
は
都
市
部
を
除
き
銭
建
て
の
官
帖
を
通
行
さ
せ
る
が
、
そ
の
分
岐
は
光
緒

前
期
に
始
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。



吉
林
官
帖
は
政
府
機
関
で
あ
る
華
盛
官
帖
局
が
発
行
す
る

一
覧
払
い
手
形
で
あ
り
、
建
前
上
現
銭
と
の
兌
換
が
可
能

で
あ
っ
た
が
、
実
際

に
は
咸
豊
紗
票
や
抹
兌

私
帖
と
同
じ
不
換
紙
幣
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
省
財
政
を
補
填
す
る
た
め
、
私
帖
よ
り
濫
発
さ
れ

る
傾
向
が
強
か

っ
た

(讐
。
そ
れ
で
も
、
官
帖
が
広
く
通
行
し
得
た
の
は

、
吉
林
農
村
部
で
の
貨
幣
使
用
形
態
が
非
常
に
単
純
だ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
清
末
の
吉

林
は
開
発
の
最
前
線
で
あ
り
、
開
拓
農
民
は
雑
貨
店
よ
り
棉
布
な
ど
の
生
活
資
料
や
農
具
な
ど
の
生
産
資
材
を
購
入
し
、
糧
桟
に
大
豆

・
粟

・
高
梁
を
販
売
し
て
こ
れ
を
償

っ
て
い
た
。
多
く
の
地
方
で
は
、
商
人
は
雑
貨
店

・
糧
桟

・
焼
鍋

・
油
房
な
ど
を
兼
営

し
て
い
る
か
ら
、
銭

帖
は
農

民
と
農
村
商
人
と

の
間
を
往
来
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
『
満
洲
に
於
け
る
私
帖
』
(南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
東
亜
経
済
調
査
局
、

一

九
二
九
年
)
に
よ
る
と
、
私
帖
の

「多
く
は
秋
冬
期
間
穀
物
其
他
の
土
産
品
買
入
に
際
し
巨
額
の
流
通
を
要
す
る
場
合
其

不
足
を
補
ふ
た
め
、

一
時

の
便
宜
上
よ
り
発
行
せ
ら
れ
後
日
該
貨
物
を
市
場
に
売
り
て
之
れ
を
回
収
す
る
か
、
或
は
春
季
農
業
資
金
を
貸
付
け
、
秋
季
収
穫
を
侯

て
回
収
す
る
を
例
と
し
、
又
当
舗

・
銭
舗
等
も
同
様
通
貨

の
不
足
を
補
ふ
為
め
比
較
的
短
期
間
の
流
通
を
目
的
と
し
発
行
せ
ら
る
》
も
の
」

(
一
八
頁
)
で
あ
り
、
官
帖
は
こ
れ
に
取

っ
て
代
わ

っ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
単
純
な
流
通
構
造
の
下
で
は
、
官
帖

・
抹
兌
私
帖

・
過
帳
な
ど
兌
換

が
困
難
な
通
貨
で
も
、
発
行
元
に

一
定
の
信
用
が
あ
れ

ば
容
易
に
通
行
す
る
。
過
帳
と
は
抹
兌

と
と
も
に
禁
止
の
対
象
と
な

っ
た
預
金
通
貨
で
あ
り
、
銭
舗
の
よ
う
な
金
融
機
関
が
債
務
者

の
預
金

を
債
権
者

の
口
座
に
振
り
替
え
る
こ
と
で
、
帳
簿
だ
け
で
決
済
を
処
理
す
る
制
度
で
あ
る
。
農
村
部
で
の
過
帳
は
史
料
を
見
出
せ
な
か
っ
た

が
、
都
市
部
で
は
蓋
平
の
抹
銀
、
盛
京
の
過
砺
銀
、
長
春
の
抹
銭
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

蓋
平

の
抹
銀
と
は
営
口
の
過
炉
銀
に
酷
似
し
た
取
引
手
形
で
あ
り
、
銭
舗
を
介

し
て
帳
簿
上
の
振
替
決
算
を
行
う
も

の
で
あ
る
。
抹
銀

の

決
算
期
は
年
三
回
あ
り
、
本
来
銅
銭
で
決
済
さ
れ
る
が
、
日
露
戦
争
後
は
小
銀
貨
が
使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
抹
銀
に
は
公
定
相
場
が
あ

る
が
、

過
炉
銀
と
同
様
、
毎
日
の
相
場
は
決
算
期
ま
で
の
金
利
を
控
除
し
て
決
ま
る
。

つ
ま
り
決
算
期
が
近
づ
く
ほ
ど
抹
銀
の
価
格
は
上
昇

し
、
当

日
に
同

一
価
格
と
な
る
。
但
し
景
気
の
変
動
で
価
格
が
高
下
す
る
こ
と
も
あ
る
。
決
算
期
が
来
て
も
現
銀
を
引
き
出
さ
ず
、
過
卯
銀

の
よ
う
に
打
歩
を
加
え
て
次
の
卯
期
に
繰
り
越
す
こ
と
を
過
賑

(過
帳
)
と
い
う
。
抹
銀
は
常
時
現
銀
と
の
兌
換
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
銭

舗
を
介

し
た
抹
銀
の
投
機
的
売
買
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
...。



盛
京

(奉
天
)
の
過
砺
銀
も
営

口
の
過
炉
銀
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
、
銭
舗

の
帳
簿
上
に
お
け
る
過
賑

(過
帳
)
す

な
わ
ち
振
替
勘
定
に

よ
り
現
金

の
授
受
に
代
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
後
ま
で
に
過
砺
銀
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
、
代
わ

っ
て
票
銀
が
使
用
さ
れ
た
。
票
銀

と
は
商
家
が
相
互
に
発
行
す
る
約
束
手
形
で
、
紅
飛
子
と
呼
ば
れ
る

一
覧
払
い
手
形
と
期
飛
子
と
呼
ば
れ
る
定
期
払
い
手
形
と
が
あ

っ
た
...。

光
緒
三
四
年
、
盛
京
将
軍
趙
爾
巽
に
よ

っ
て
過
碼
銭
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
東
三
省
総
督
徐
世
昌
に
よ
る
と
、
こ
の
措
置

に
不
満
を
持

っ
た
商

人
が
遼
陽
で
虚
帖
を
発
行
し
た
と
あ
る

。
こ
れ
が
票
銀
な
の
で
あ
ろ
う
。
民
国

『遼
陽
県
志
』
巻
二
七
、
実
業
、
銭
幣

の
項
に
よ
る
と
、

こ
の
票
銀
は
遼
帖
と
呼
ば
れ
る
東
銭
建
て
銭
票
で
、
七
吊
で
銀

一
円
と
交
換
で
き
る
便
利
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
濫
発

に
よ
り
価
値
が
下
落

し
、
官

に
よ

っ
て
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
。
な
お
宮
下
忠
雄
は
、
奉
天
省
に
お
け
る
過
炉
銀
と
似
た
預
金
通
貨
と
し
て
、
奉
天
の
藩
平
抹
兌

銀

(票
銀
)
、
錦
州
の
錦
平
抹
兌

銀
、
蓋
平
の
抹
銀
を
挙
げ
、
蓋
平
抹
銀
は

一
九
三
〇
年
代
に
も
存
在
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
藝
。

長
春

の
抹
銭
も
ま
た
営

口
の
過
炉
銀
と
同
じ
預
金
通
貨
で
、
帳
簿
上
の
振
替
決
算
に
よ
り
貨
幣
を
節
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
抹
銭
は
制
銭

建
て
の
債
権
で
、
自
由
に
転
売
で
き
る
が
、
蓋
平

の
抹
銀
と
異
な
り
、
決
算
期

(卯
期
)
が
三

・
六

・
九
の
付
く
日
と
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。

決
算
は
銀
市
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
現
金
の
授
受
は
商
務
総
会

の
発
給
す
る
銭
牌
子
と
い
う
木
牌
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
。
抹
銭

の
売
買
は
全
て

銭
舗
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
が
、
銭
舗
は
振
替
決
算
を
す
る
だ
け
で
、
手
形
を
発
行
す
る
こ
と
は
な
い
。
決
算
期
に
支
払
わ
れ
る
現
金
と
抹
銭

と
の
間

に
開
き
が
生
じ
る
と
、
三
日
な
い
し
四
日
後
の
次
回
決
算
期
ま
で
の
利
息
を
付
け
て
延
期
す
る
。
こ
れ
を
官
帖
利
と
呼
ぶ
。
官
帖
利

の
騰
落
は
決
算
期
の
如
何
に
よ
ら
ず
、
む
し
ろ
市
場
に
お
け
る
官
帖
の
多
寡
に
よ
っ
て
生
起
す
る

。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
長
春
抹
銭
が
営

口
過
炉
銀
や
蓋
平
抹
銀
そ
し
て
お
そ
ら
く
盛
京
過
礁
銀
と
異
な
り
、
卯
期
が
三
、
四
日
と
極

端
に
短

い
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
預
金
通
貨
制
度
に
は
卯
期
を
設
定
す
る
必
要
は
な
く
、
過
炉
銀
に
も
光
緒
九
年

(
一
八
八
三
)
ま
で
卯
期

は
な
か

っ
た
。
年
数
回
程
度

の
卯
期
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
銀
炉
の
過
振
り
を
抑
制
す
る
た
め
で
あ
る
。
従

っ
て
長
春
抹
銭
に
数
日
の
卯
期

が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
過
振
り
防
止
の
た
め
で
は
な

い
。
そ
れ
は
兌
換

の
対
象
と
な
る
官
帖
の
価
格
が
常
に
乱
高

下
し
、
官
帖
利
を
求

め
て
抹
銭
が
投
機
的
に
売
買
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
官
帖
価
格
が
下
が

っ
て
い
る
時
に
官
帖
で
抹
銭
を
買
い
入
れ
、
官
帖
価
格
が
反
騰
し
た

時
に
抹
銭
を
売
れ
ば
、
瞬
時
に
多
額
の
官
帖
利
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
長
春
抹
銭
は
預
金
通
貨
と
し
て
の
機
能
よ
り
、
む
し
ろ
官
帖

の
投



機
的
売
買
手
段
と
し
て
の
機
能
を
担

っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
決
算

11
売
買
を
行

っ
て
い
た
の
が
銀
市
で
あ
る
。

長
春

の
銀
市
は
西
四
道
街
の
財
神
廟
内
で
午
前
中
に
開
か
れ
、
銀
銭
相
場
、
抹
銭
の
決
算
、
為
替
の
売
買
が
行
わ
れ
、
毎
日
百
名
以
上
が

銀
市
に
集

っ
た
.照
.。
前
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
清
末
民
国
期
の
奉
天
省
で
は
営
口
過
炉
銀
為
替
を
売
買
す
る
た
め
、
集
散
地
で
銀
市
や
銭

市
が
開
か
れ
て
い
た
...。
こ
の
よ
う
に
、
銀
市
は
日
々
価
格
が
変
動
す
る
現
銀

・
預
金
通
貨

・
銀
券

・
銅
貨

・
銭
帖
を
投
機
的
に
売
買
す
る

(現
物

・
先
物
)
貨
幣
取
引
所
と
し
て
東
三
省
で
急
成
長
を
遂
げ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
政
府
は
銀
円
や
官
帖
の
価
格
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
。
光
緒
二
五
年

(
一
八
九
九
)、
護
理
盛
京
将

軍
文
興
ら
の
上
奏
に

よ
る
と

、
某
人
が

「奉
天
官
銭
局
が
鋳
造
し
た
銀
円
の
価
格
は
、
省
城
内
で
は
高
い
が
城
外
で
は
安
い
。
こ
れ
は
官
銭
局
の
作
為
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
か
」
と
訴
え
、
善
処
を
命
じ
ら
れ
た
将
軍
依
克
唐
阿
は
、
省
城

の
承
徳
県
で
銀
円
価
値
を
下
げ
る
よ
う
告
示
を
出
す
と
と
も

に
、
上
海
に
委
員
を
派
遣
し
て
銅
を
買
い
付
け
さ
せ
、
銅
銭
の
鼓
鋳
を
始
め
た
。
事
情
を
調
査
し
た
後
任
将
軍
の
文
興
は
、
省
城
で
は
糧
価

も
銀
価

も
高
騰
し
、
流
通
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
、
誠
に
原
奏
の
言
う
通
り
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
原
因
は
現
銭

の
不
足
と
銭
帖
の
垂

滞
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
銀
円
の
公
定
価
格
が
高
い
せ
い
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
と
反
論
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
依
克
唐
阿
の
原
案
で
は
、

官
銭
局
鋳
造

の
銀
円
は
各
県
の
市
平
銀
価
格
に
連
動
さ
せ
る
も
の
で
、
も
し
市
平
銀

一
両
の
価
格
が
東
銭

一
〇
千
で
あ
れ
ば
、
銀
円

一
円
　

市
平
銀

七
千
四
分
三
贅
　
東
銭
七
三
〇
〇
　
七
四
〇
〇
文
と
定
め
、
毎
月

一
日
と

一
五
日
に
、
銀
相
場
に
照
ら
し
て
地
方
官
が
公
定
価
格
を

布
告
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
銀
価
は
官
定
と
は
言
え
、
実
際
は
商
定
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
銀
価
が
省
城
で
高
く
城
外
で
安
い

の
は
自
然

の
理
で
あ
り
、
ま
た
目
下
省
城
で
は
銀
価
高
騰
に
つ
ら
れ
て
外
国
円
や
外
省
円
の
流
通
量
が
本
省
円
の
数
倍
に
達
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
本
省
円
と
同
価
格
で
通
行
し
て
お
り
、
官
銭
局
公
定
価
格
は
実
勢
価
格
に
近
い
と
い
う
の
が
、
文
興
の
見
解

で
あ
る
。

で
は
、
省
城

の
異
常
な
銀
不
足
を
文
興
は
如
何
に
し
て
解
決
し
よ
う
と
言
う
の
か
。
文
興
が
駅
巡
道
各
司

・
協
領

・
承
徳
県
知
県

・
各
局

所
の
委
員
を
召
集
し
て
意
見
を
述
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
署
承
徳
県
知
県
増
輻
が
提
案
し
た
銀
価
固
定
相
場
制
と
通
貨
先

物
取
引
弛
禁
の
二
案

が
最
も
適
切
で
あ

っ
た
と
言
う
。
増
輻
が
文
興
に
具
申
し
た
内
容
は
、
「奉
天
で
は
現
物

の
銀
銭
が
異
常
に
欠
乏
す
る
た
め
、
従
来
商
民
が

官
の
許

可
の
下
に
期
行
を
設
置
し
て
交
易
の
助
け
と
し
て
お
り
、
今
日
ま
で
弊
害
は
無
か

っ
た
。
軍
興

(日
清
戦
争
)
以
後
、
現
銭
の
不
足



に
よ
り
商
帖
が
発
行
さ
れ
な
く
な
り
、
市
中
で
は
期
行
の
銀
銭
で
決
済
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
好
商
が
現
銀

・
現
銭

の
不
足
を

口
実
に
期
銀

・
期
銭

の
買
空
売
空
を
行

っ
た
の
で
、
訴
訟
が
起
こ
り
、
期
行
は
遂
に
禁
止
さ
れ
た
。
銀
円
が
鋳
造
さ
れ
た
現
在
で
も
、
流
通

範
囲
が
狭
隆
で
あ
る
た
め
、
商
民
は
雑
種
の
銀
貨
に
不
便
を
強

い
ら
れ
、
ま
た
銀
価
格
の
乱
高
下
に
苦
し
ん
で
い
る
。
ま
た
各
都
市

の
銀
行

も
遠
近
が

一
定
で
な
い
の
で
、
銀
円
は
遍
く
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
思
う
に
、
商
帖
と
砂
票
の
比
価
は
ど
こ
で
も

一
律
で
あ
り
、
銀

価
変
動

の
影
響
を
受
け
ず
に
済
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
吉
林

の
章
程
に
倣
い
、
盛
京
の
官
司
が
本
省
鋳
造
銀
円
の
対
銭
価
格
を
固
定
し
て
銭
帖

・
砂
票
と
等
し
く
し
、
遠
近
の
別
な
く
、
こ
れ
を
全
省
で
行
使
さ
せ
る
と
と
も
に
、
租
税
や
螢
金
の
納
付
に
も
そ
の
適
用
を
認
め
て
信
用
を

保
証
す

べ
し
。
期
銀

・
期
銭
に

つ
い
て
は
従
来
通
り
許
可
し
、
卯
期
に
本
省
の
銀
円
か
元
宝
銀
で
決
済
さ
せ
て
空
売
買
を
防
止
す
べ
し
」
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
文
興
は
増
輻
の
提
案
を
採
用
し
、
奉
天
銀
円

一
元
を
東
銭
六
六
〇
〇
文
、
制
銭
換
算
で

一
一
〇
〇
文
に
固
定
す
る
と

と
も
に
、
空
売
買
の
厳
禁
を
条
件
に
期
銀

・
期
銭

の
禁
を
弛
め
よ
と
上
奏
し
た
の
で
あ
る
。

増
輻

の
第

一
提
案
は
、
銀
銭
比
価
の
公
定
で
あ
る
。
当
時

の
奉
天
で
は
、
商
人
が
発
行
す
る
銭
票
と
華
盛
官
帖
局
が
発
行
す
る
銀
票
と
の

比
価
の
方
が
現
銀
と
現
銭
と
の
比
価
よ
り
安
定
し
て
い
た
。
現
銀
価
値
が
乱
高
下
す
る
の
は
基
本
的
に
銀
円
も
制
銭
も
流
通
量
が
乏
し
か

っ

た
か
ら

で
あ
る
。
現
物
の
追
加
供
給
が
当
面
困
難
な
た
め
、
紙
幣
を
通
貨
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
い
う
の
が
増
輻

の
狙

い
で
あ

っ
た
。
但
し
、

銭
票
も
銀
票
も
兌
換

券
で
あ
り
、
銀
銭
相
場
の
影
響
を
受
け
る
。
そ
こ
で
銀
銭
相
場
を
固
定
せ
よ
と
彼
は
主
張
す
る
。

第
二
提
案
は
、
期
行
お
よ
び
期
銀

・
期
銭
の
解
禁
で
あ
る
。
康
徳

『
盛
京
通
志
』
巻

一
四
七
、
財
政
三
、
幣
制
は
、
文
興

の
上
奏
に
対
し

「期
銀

・
期
銭
は
商

の
旧
に
照
ら
し
て
開
行
す
る
を
聴
す
。
但
し
期
に
到
ら
ば
、
専
ら
本
省
の
銀
元
或
い
は
市
面
の
実
銀
を
以
て
、
数
を
按

じ
て
開
付
せ
し
め
、
葱
空
売
買
す
る
を
准
さ
ず
」
と
の
注
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
期
銀

・
期
銭
と
は
蓋
平
の
抹
銀

や
長
春

の
抹
銭
と
同
じ
預
金
通
貨
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
過
砺
銀
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
期
行
と
は
何
か
。
文
興
の
上
奏

の
末
尾
に
は

「期
行
禁
有
り
て
、
商
質
前
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
銀
円
の
錆
路
暢
び
難

し
。
銀
円
通
ぜ
ず
、

と
も

銀
銭
両

に
欠
す
れ
ば
、
則
ち
期
行
の
過
帳
傍
虚
し
。

二
者
は
相
輔
い
て
行
い
、
偏
廃
す
可
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
期
行

は
預
金
通
貨
に
よ
る

振
替
決
済
を
行
う
金
融
機
関
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
過
砺
銭
を
扱
う
者
は
銭
舗
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
増
輻
は

「奉
天
で
は
現
物

の
銀
銭
が
異



常
に
欠
乏
す
る
た
め
、
従
来
商
民
が
官
の
許
可
の
下
に
期
行
を
設
置
し
て
交
易
の
助
け
と
し
て
お
り

(奉
天
現
銀

・
現
銭
。
異
常
欠
乏
。
従

前
官
吏
。
均
聴
商
民
開
設
期
行
。
以
資
週
転
)
」
と
述
べ
て
お
り
、
期
行
は
自
然
発
生
的
に
生
起
し
た
の
で
は
な
く
、
官
民
が
約
し
て
特
定

の
場
所

に
開
設
し
た
も

の
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
彼
は
ま
た

「各
都
市

の
銀
行
も
遠
近
が

一
定
で
な
い

(而
各
城
銀
行
。
遠
近
不

一
)
」

と
も
言
う
が
、
こ
の
銀
行
も
期
行
に
似
た
機
関
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
春
の
抹
銭
は
銀
市
と
呼
ば
れ
る
貨
幣
取
引
所
で
売
買
さ
れ
て
い
た
。
増
輻

の
言
う
期
行
や
銀
行
も
、
個
別
の
金
融
機
関
で

は
な
く
、
取
引
所
の
こ
と
と
考
え
る
と
平
灰
が
合
う
。
彼
は
期
行
に
お
け
る
期
銀

・
期
銭
の
売
買
を
認
め
よ
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
が
、
期

銀
や
期
銭
は

一
種
の
先
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
売
買
を
許
す
こ
と
は
通
貨
の
投
機
的
取
引
の
解
禁
に
他
な
ら
な
い
。
空
売
買
の
禁
止
は
謳
わ

れ
て
は

い
る
が
、
証
拠
金
制
度
な
ど
の
提
言
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
増
輻
や
文
興
は
政
府
が
禁
止
す
る
過
帳
制
度
を
黙
許
し
て
で
も
、
奉
天

市
場
に
流
動
性
を
追
加
供
給
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

過
帳

制
度
は
奉
天

・
錦
州

・
蓋
平

・
長
春
だ
け
で
な
く
、
清
末
環
渤
海
圏
の
各
都
市
で
見
ら
れ
た
。
佐
々
木
正
哉
は
東
三
省
以
外
の
預
金

通
貨
と
し
て
張
家
口
の
發
兌
銀
、
周
村
の
機
帳
銀
、
龍

口
の
抹
帳
銭
、
芝
　
の
撲
免
銀
な
ど
を
挙
げ
る
が

、
光
緒
末

の
天
津
で
も
、
貨
幣

不
足
に
対
処
す
る
た
め
、
股
実
な
る
銀
号
数
十
家
が
合
同
で
銀
市
を
開
設
し
、
期
票
を
発
行
し
て
い
た
。
期
票
の
卯
期
は
二

・
三

・
四
箇
月

で
、
利
息
は
五
贅
か
ら
八
螢
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
預
金
通
貨
に
止
ま
ら
ず
、
北
京
や
上
海
で
も
兌
換

で
き
る
為
替
手
形
の
よ
う

な
も
の
に
発
展
し
て
い
た
ら
し
い

。
ま
た
民
国
期
の
河
北
省
宝
壕
県
で
も
、
銭
行

(銭
舗
)
が
連
合
し
て
銀
市
を
組
織
し
、
こ
れ
を
金
融

の
中
枢
に
す
る
と
と
も
に
、
天
津
-
宝
抵
間
交
易
は
天
津
為
替
に
よ
る
互
相
抹
兌

(相
殺
決
済
)
制
度
を
用
い
て
い
た

。
こ
の
よ
う
に
、

銀
市

の
過
帳
制
度
は
当
地
の
貨
幣
不
足
を
補
填
す
る
だ
け
で
な
く
、
都
市
間
の
為
替
決
済
制
度
に
も
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
銀
市
を
運

営
し
た

の
が
銭
舗
で
あ

っ
た
。

文
興
が
提
案

し
た
固
定
相
場
制
導
入
と
過
帳
制
度
解
禁
が
中
央
政
府
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た

の
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
、
そ
の
後
の
東
三
省
の
金
融
政
策
は
、
明
ら
か
に
文
興
の
提
案
と
は
背
馳
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
銀
銭

の
固
定
相
場
制
は
実
施
さ

れ
た
形
跡
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
過
帳
に

つ
い
て
は
既
述
の
通
り
、
光
緒
三
四
年
、
将
軍
趙
爾
巽
に
よ
り
過
碼

銀
が
禁
止
さ
れ
た
。
こ
の



措
置
が
ど
の
程
度

の
実
効
性
を
有
し
て
い
た
の
か
は
さ
て
お
き
、
政
府
は
抹
兌

銭
帖
や
預
金
通
貨
に
頼
ら
ず
、
正
貨
の
増
発
に
よ
り
流
動
性

の
不
足

に
対
処
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
光
緒
二
八
年
に
は
吉
林
将
軍
長
順
が
銀
円
の
鋳
造
を
開
始
し
、
光
緒
三
〇
年
に
は
盛
京
将
軍

増
棋
も
銅
元
や
大
小
銀
元
を
鋳
造
し
た
が

、
そ
の
後
、
光
緒
三

一
年
に
奉
天
官
銀
号
が
、
光
緒
三
四
年
に
黒
龍
江
官
銀
号
が
設
立
さ
れ
、

光
緒
二
四
年
設
置
の
吉
林
の
永
衡
官
帖
局
と
と
も
に
銀
円
票
を
発
行
し
た
。

一
方
、
吉
林
や
黒
龍
江
の
抹
兌
銭
帖
は
永
衡
官
帖
局
と
広
信
公

司
が
発
行
す
る
官
帖
に
よ

っ
て
回
収
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
末
東
三
省
の
幣
制
は
、
奉
天
お
よ
び
吉
黒
都
市
部
が
銀
円

(小
洋
銭
)
と

そ
の
兌
換
券
に
、
吉
黒
農
村
部
が
銭
建
て
官
帖
に
収
敏
し
つ
つ
あ

っ
た
。

省
政
府
に
よ
る
銀
貨

・
官
銀
号
銀
券

・
官
帖
の
投
入
は
、
外
国
貨
幣
や
私
帖
を
完
全
に
駆
逐
で
き
な
か

っ
た
も
の
の
、
東
三
省
の
金
融
を

緩
和
し
、
貨
幣
主
権
を
守
る
上
で

一
定

の
役
割
を
果
た
し
た
。
何
よ
り
も
、
私
帖
を
官
帖
に
置
き
換
え
た
こ
と
は
、
通
貨
の
信
用
性
向
上
に

大
き
く
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
奉
天
で
は
、
地
方
官
や

「地
方
公
土
ハ財
団
」
「商
業
儲
蓄
会
」
な
ど
の
民
間
団
体

が
私
帖
や
過
帳

の
整

理
に
当

た

っ
た
が
(お
.、
短
期
間
の
回
収
が
不
可
能
な
地
域
で
も
、
公
議
会
に
よ
る
私
帖
の
連
環
保
証
や
、
信
用
度
の
よ
り
高
い
私
帖

へ
の
交

換
と

い
う
形
で
整
理
が
進
め
ら
れ
た

。
商
務
会
や
地
方
衙
門
の
認
可
を
受
け
た
私
帖
の
発
行
は
、
吉
林
や
黒
龍
江
で
も
見
ら
れ
た

。

し
か
し
清
末
の
政
治
的
分
権
化
に
影
響
さ
れ
、
清
朝
は
東
三
省
で
の
幣
制
統

一
を
果
た
せ
ず
、
む
し
ろ
省
政
府
が
各
自
の
思
惑
で
通
貨
制

度
を
操
作
す
る
傾
向
が
強
ま

っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
各
省
が
財
政
補
填
の
た
め
奉
天
票
や
官
帖
を
濫
発
す
る

よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
各
種
の
貨
幣
が
併
存
す
る
た
め
、
貨
幣
の
投
機
的
売
買
が

一
層
激
し
く
な

っ
た
。
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
銀
市
は

預
金
通
貨

の
発
行
機
関
と
い
う
よ
り
、
銭
舗
に
よ
る
貨
幣
投
機
の
場
と
な

っ
た
。
前
掲

『
満
洲

二
於
ケ
ル
支
那
側
金
融
機
関
ト
通
貨
』
に
よ

る
と
、

「凡
ソ

↓
市
ノ
銭
荘

ハ
、
毎
日
銭
行

(銀
市
)

二
会
合

シ
、
其
地

二
存
在

ス
ル
各
種
銀
元
、
銅
元
、
金
票
、
先
帖
、
砂
票
ノ
投
機
的

売
買
ヲ
ナ
シ
、
各
貨
幣
ノ
相
場
変
動

ニ
ヨ
リ
利

ス
ル
ア
ル
ハ
、
恰

モ
我
国

二
於
ケ
ル
有
価
証
券
売
買
ト
同
シ
」
(三
四
頁
)
と
あ
り
、
ま
た

「銭
舗

モ
従
来
私
票
ヲ
発
行
シ
、
票
荘
ト
商
人
ト
ノ
中
間

二
立
チ
、
有
力
ナ
ル
金
融
機
関
ナ
リ
シ
モ
、
新
式
各
銀
行
設
立
セ
ラ
レ
、
紙
幣
発

行
権
ヲ
有

ス
ル
ニ
至
リ
シ
ヲ
以
テ
、
営
業
漸
次
不
振
ト
ナ
リ
、
昔
日
ノ
盛
況
ヲ
見

二
至
ラ
ス
。
今
ヤ
僅
カ

ニ
中
流
以
下
ノ
金
融
機
関
ト
シ
テ
、

貸
付
及
外
国
貨
幣

(金
票
、
砂
票
、
莞
帖
)
ノ
投
機
的
売
買
ヲ
ナ

ス
ニ
過
キ
ス
」

(七
四
頁
)
と
あ
る
よ
う
に
、
民
国

以
降
、
私
帖
発
行
機



註
(
1
)

周
藤
吉
之

『
清
代
満
洲
土

地
政
策

の
研

究
』
河
出
書
房

、

一
九
四

四
年
、

石

田
興
平

『
満

洲
に
お
け

る
植

民
地
経
済

の
史
的

展
開
』
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書

房
、

一
九
六
四
年
。

(2
)

安

冨
歩

「定
期
市
と
県

城
経

済
-
ー

↓
九
三
〇
年
前
後

に
お
け
る
満
洲
農
村
市
場

の
特

徴
I
I

」
『
ア
ジ

ア
経
済
』

四
三
巻

一
〇
号
、

二
〇
〇

二
年
。

お

わ

り

に

一
九
世
紀
後
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
東
三
省
で
は
農
業
開
発
が
急
速
に
進
展
し
た
が
、
通
貨
供
給
が
経
済
成
長
に
追
い
付
か

ず
、
商

人
の
発
行
す
る
私
帖
が
流
動
性
を
補
填
し
た
。
吉
林
で
は
、
咸
豊

期
に
政
府
が
銀
票

・
銭
鈔
を
通
行
さ
せ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、

同
治
以
降
、
民
間
に
よ
る
抹
兌

私
帖
の
流
通
が
盛
ん
に
な

っ
た
。

一
方
奉
天
で
は
、
光
緒
年
間
よ
り
過
帳
と
呼
ば
れ
る
預
金
通
貨
に
よ
る
振

替
決
算
制
度
が
普
及
し
、
現
銀
不
足
を
補
う
よ
う
に
な

っ
た
。
吉
林
の
抹
兌

も
部
分
的
に
過
帳
に
発
展
し
た
。
抹
兌

や
過
帳
の
よ
う
な
民
間

が
創
造

し
た
信
用
貨
幣
に
対
し
、
政
府
は
銀
貨

・
銅
貨

・
銀
票

・
銭
帖
を
発
行
す
る
こ
と
で
そ
の
駆
逐
を
図
り
、
相
当
の
成
果
を
達
成
し
た
。

以
上
が
本
稿

の
結
論
で
あ
る
。

民
国

以
降
、
東
三
省
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
幣
制
統

一
を
模
索
し
、
満
州
事
変
直
前
に
は
現
大
洋
票
に
よ
る
統
合
を
目
前
に
し
て
い

た
。
私
帖
や
預
金
通
貨
も
し
ぶ
と
く
生
き
残

っ
て
い
た
が
、

一
九
世
紀
末

の
面
影
は
失
わ
れ
て
い
た
。
総
じ
て
、
抹
兌

と
過
帳
は
、
銀
と
制

銭
に
よ
る
伝
統
的
通
貨
制
度
の
衰
退
と
銀
行
券
に
よ
る
管
理
通
貨
制
度

の
未
発
達
と
の
狭
間
に
生
ま
れ
た
、
過
渡
的
な
金
融
制
度
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

能
を
喪
失
し
て
零
落
し
た
銭
舗
は
、
銀
市
に
て
外
国
貨
幣
を
含
む
通
貨
の
投
機
的
売
買
に
活
路
を
見
出
す
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。



(
3
)

楊
合
義

「清
代

活
躍
於

東
北
的

漢
族
商
人
」
『
食
貨
月
刊
』

五
巻

三
号
、

一
九
七

五
年
。

(4
)

路
遇

『
清

代
和
民
国
山
東
移

民
東
北
史
略
』

上
海
社
会
科
学

院
出
版
社
、

一
九
八
七
年
、
荒

武
達

朗

「清
代
乾
隆

年
間
に
お
け

る
山
東
省
登
州
府

・

東
北

地
方
間

の
人

の
移
動
と
血
縁
組
織

」
『
史
学
雑
誌
』

一
〇

八
編

二
号
、

↓
九
九
九
年
な
ど
。

(
5
)

川
久
保
悌

郎

「清

代
に
お
け

る
焼
酒

の
盛
行

に

つ
い
て
」
『
集
刊
東
洋
学
』
四
号
、

一
九
六
〇
年
、
同

「清
代
満
洲

に
お
け

る
焼

鍋

の
籏
生
に

つ
い
て
」

『
和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史

論
叢

』
講
談
社
、

一
九

六

一
年
。

(
6
)

拙
稿

「清

代
東
銭
考

」
『
史
学
雑
誌
』

一
↓
四
編
三
号
、

二
〇
〇

五
年
。

(
7
)

安

冨
歩

・
福

井
千
衣

「満
洲

の
県
流

通
券
1
ー

県
城
中
心

の
支
払
土
ハ
同
体

の
満
洲
事
変

へ
の
対
応
ー
ー

」
『
ア
ジ

ア
経
済
』
四
四
巻

一
号
、

二
〇
〇
三

年
。

(
8
)

代
表
的
成

果
と
し
て
、
前
註

(
1
)

石
田
、
金

子
文
夫

『
近
代

日
本

に
お
け
る
対
満
州
投
資

の
研
究
』

近
藤

出
版

社
、

一
九
九

一
年
、
安

冨
歩

『
「満

洲
国
」

の
金
融
』
創

文
社
、

一
九

九
七
年
、

西
村

成
雄

「張
学

良
政
権

下
の
幣
制
改
革
l
I

『
現
大
洋

票
』

の
政
治
的
含

意
l
I

」
『
東
洋
史

研
究
』

五
〇
巻

四
号
、

一
九
九
二
年
な
ど
が
あ

る
。

(
9
)

前
註

(
1
)

石
田
、

二
七
八
頁
、
前
註

(7
)
安

冨

・
福
井
、

一
〇
頁
。

(
10
)

拙
稿

「清
代

の
京
銭

と
折
銭
納
税
」
名
古

屋
大
学

『
東
洋
史
研
究
報
告
』

二
九
号

、
二
〇
〇
五
年
。

(
H
)

謝
杭
生

「清
末
各
省

官
銀
銭
号
研
究

(
一
八
九

四
ー

一
九
一
一

)
」
『
中
国
社
会
科
学

院
経
済
研
究
所
集
刊
』

一
一
集
、

一
九
八
八
年
。

(
12
)

光
緒

『
吉
林
通
志
』
巻

三
八
、
経
制

三
、
禄
餉
。

(
13
)

同
右
、
巻

四
〇
、
経

制
五
、
銭
法
。

(
14
)

鈴
木

中
正

「清
代

の
満

洲
人
蓼

に

つ
い
て
」
愛
知
大
学

『
文
学
論
叢
』

開
学
十
周
年

記
念

特
輯
、

一
九

五
七
年

、
川
久
保
悌
郎

「
清
代
人
参
採
取
制

度

に

つ
い
て
の

一
考
察

」
『
鈴
木
俊
教
授
還
暦

記
念
東
洋
史

論
叢
』

大
安
、

↓
九
六

四
年
。

(
15
)

遼
寧

省
棺

案
館
編

訳

『
盛
京
参
務
棺
案

史
料
』
遼
海

出
版
社
、

二
〇

〇
三
年
、

二
四
七
-

二
四
八
頁

「盛
京
将

軍
衙
門
為
知
会
議
准

之
黄
酒
舗
戸
自

行
躁
造
麺
快
井
応
領
参

票
之
章

程
事
沓
盛
京
内
務
府
衙
門

」

(嘉
慶

五
年
七
月

一
二
日
)
。



(
16
)

『
吉
林
省

の
財
政
』
南
満
洲
鉄
道
株

式
会

社
庶
務
部
調
査
課
、

一
九
二
八
年
、
三
四
五
頁
。

(
17
)

『
宮
中
殊

批
奏

摺
財
政
類
』

M
F
巻

三

一
、
咸
豊

四
年
五
月

一
六
日
、
吉

林
将
軍
景
淳
。

(18
)

同
右

、
咸
豊

四
年
九
月

一
八
日
、
吉
林

将
軍
景
淳
。

(
19
)

中

国
第

一
歴
史
棺
案
館
編

『
成
豊

同
治

両
朝
上
諭
棺
』
広

西
師
範

大
学

出
版
社
、

一
九
九

人
年
、

第
七
冊
、
咸
豊

七
年

四
月

八
日
。

(
20
)

『
宮
中
殊

批
奏
摺
財
政
類
』

M
F
巻

三

一
、
咸
豊

七
年
三
月

二
四
日
、
吉
林
将
軍
景
淳
、

同
右

、
威

曲豆
七
年

一
〇
月

二
四
日
、
吉
林

将
軍
景
淳
。

(
21
)

前

註

(
10
)
拙
稿
。
『
宮
中
殊
批

奏
摺
財
政
類
』

M
F
巻

六
三
、
同
治

二
年
八
月

二
五
日
、
盛

京
戸
部
侍
郎
和
潤
等
。

(
22
)

『
咸
豊
同
治
両
朝
上
諭
棺
』
第

一
四
冊
、
同
治
三
年
九

月

一
七
日
。

(
23
)

同
右

、
同
治
三
年

一
一
月

一
六
日
。

(
24
)

同
右
、
同
治
三
年

一
一
月
二
二
日
。

(25
)

『
光
緒

朝
殊
批
奏
摺
』
第
九

↓
輯

、
光
緒
九
年

五
月

二
三
日
、
署
理
吉
林
将
軍

玉
亮
等
。

(26
)

『
北
満

洲
特
殊
通
貨
と

し
て
の
官

帖
に
就

て
』
横
浜

正
金
銀

行
調
査
課
、

一
九

二
五
年
、

七
頁
。

(
27
)

『
光
緒

朝
殊
批
奏
摺
』
第
九

↓
輯

、
光
緒

一
〇
年

一
一
月
二
四
日
、
吉
林
将
軍
希

元
等
。

(28
)

前

註

(
1
)

石
田
、

二
七
八
-

二
七
九
頁
。

(29
)

『
宮

中
殊
批
奏
摺
財
政
類
』

M

F
巻
三

二
、
同
治

一
一
年

一
〇
月

二
五

日
、
吉
林
将

軍
変
熔

。

(30
)

加

藤
繁

「道
光
咸
豊

中
支

那
に
て
鋳
造
せ
ら
れ
た

る
洋
式

銀
貨
に
就

い
て
」

(加
藤

『
支

那
経
済
史
考
証
』
下
巻
、
東
洋

文
庫

、

一
九
五
三
年
所
収
)

四
五
〇
頁
。

(
31
)

『
光
緒
朝
殊
批
奏
摺
』
第

九

一
輯
、
光
緒

=
二
年

閏
四
月

一
〇
日
、
吉
林
将
軍
希

元
等
。

(32
)

同
右
、
第
九

一
輯
、

光
緒

一
四
年
四
月
ー

一
二
月
、
吉

林
将
軍
長
順
等
。

(33
)

同
右
、
第
九

一
輯
、
光
緒

一
八
年
四
月

一
八

日
、
吉
林

将
軍
長
順
等
。

(
34
)

同
右
、
第
九

一
輯
、

光
緒

一
八
年

一
一
月

一
八
日
、
吉
林
将
軍
長
順
等
。



(
35
)

同
右
、
第
九

一
輯
、
光
緒

=
二
年

一
〇
月

二
五

日
、
直
隷
総
督
李

鴻
章

。

(36
)

同
右
、
第
九

二
輯

、
光
緒

二

一
年

一
二
月

一
八

日
、
盛
京
将
軍
依
克
唐

阿
、
同
右
、
光
緒

二
四
年
閏

三
月

二
八
日
、
盛
京
将

軍
依
克

唐
阿
、
康

徳

『
奉

天
通
志
』
巻

一
四
七
、
財
政
三
、
幣

制
。

(
37
)

『
光
緒
朝
殊
批
奏
摺
』
第
九

二
輯
、
光
緒

二
五
年
七

月

=
二
日
、
吉
林
将

軍
延
茂
等
、
『
北
満

洲
特
殊
通
貨
と

し
て
の
官
帖

に
就
て
』

一
八
-

一
九
頁
。

(
38
)

た

と
え
ば

『
北
満
洲
経
済
調
査
資
料
』
南

満
洲
鉄
道
株
式
会
社
庶
務
部

調
査
課
、

一
九

一
〇
ー

=

年
、
六
六
ー

六
七
頁
な

ど
。

(
39
)

前

註

(
1
)
石

田
、
五

四
〇
1

五
四
二
頁
。

(
40
)

『
北
満

洲
経
済
調
査
資
料
』
一
六

三
頁
。

(
41
)

『
南
満

洲
経
済
調
査
資
料
』
南
満

洲
鉄
道

株
式
会
社
調
査
課
、

一
九
〇
九
-

一
〇
年
、
第

一
、

蓋
平
、

一
四
三
-

一
四
四
頁
。

(
42
)

同
右
、
第

四
、

奉
天
、

一
一
〇
頁
。
な

お

『
満
洲

日
日
新

聞
』
明
治

四
二
年
三
月

二
六

日

「満

洲
金
融
状
況
」

に
よ
る
と
、
光
緒

三

一
年
、
奉

天
将

軍
が
過

砺
す
な
わ
ち
抹
兌

銀

に
よ
る
振
替
と
銭
舗

の
銭
票

発
行

を
禁

止
し
た
と
あ
る
。

(
43
)

徐

世
昌

『
退
耕
堂
政
書
』
巻
五
、
奏
議

五

「密
陳
考
査
東

三
省
情

形
摺
」
、
同
右

「附
考
査
奉
天
省
情

形
単

」
財
政
、
康
徳

『
奉
天
通
志
』
巻

一
四
七
、

財
政

三
、
幣
制
..

(
44
)

宮

下
忠

雄

『
中
国
幣
制

の
特

殊
研
究
』

日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
五
二
年
、
五

一
二
頁
。

(
45
)

『
南
満

洲
経
済
調
査
資
料
』
第

五
、
長
春
、
一
一

六
-

一
一
七
頁
。

(
46
)

同
右
、

一

一
七
頁
。

(
47
)

拙
稿

「
清
末
民
初
奉
天

に
お
け
る
大
豆
交
易

期
糧

と
過

炉
銀

」
名
古
屋
大
学

『
東

洋
史

研
究
報
告
』
三

一
号
、

二
〇
〇
七
年
。

(
48
)

『
光
緒

朝
殊
批
奏
摺
』
第
九

二
輯

、
光
緒

二
五
年

四
月

二
日
、
護

理
盛
京
将
軍
文
興
等
。

(
49
)

佐

々
木
正
哉

「営

口
商
人

の
研
究
」
『
近
代
中
国
研
究
』
第

一
輯
、
東
京
大
学
出
版
会

、

一
九

五
八
年
、
二
六
ニ
ー

二
六
三
頁
。
原
文
は

「揆

免
」
「揆

帳
」

と
な

っ
て
い
る
が
、

「棲

免
」
「
撲
帳
」

の
誤
記
と
思

わ
れ
る
。

(
50
)

『
天
津
商
会

棺
案

匿
編

(
一
九
〇
三
-

一
九

一

一
)
』

天
津
人
民
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、

六
五
三

六

五
四
頁

「
津
商
務
公
所
為
溝

通
南

北
金
融
往



来
必
侶

行
期
票
事
致
函
上
海
商
会
井
附
章

程
四
条
」

(光
緒

二
九
年
末

と
推
定
)

但
紙
幣

未
通
。
周
転
傍
滞
。
屡
与
各
行
商
。
周
盗
博
訪
。
多

以
侶
行
期
票
為

言
。
敷

所
詳
加
考
核
。
亦

以
南
北

関
鍵
。
非
此
法
。
不
足
以
資

流
通
。

而
化
滞
塞
。

擬

[
擬
]
彷
外
埠
錬
期

之
法
。

而
変
通
之
。
由
商
董
。

公
挙
股
実
銀
号
数
十
家
。
連

環
互
保
。

准
其
出
写
期
票
。

五
螢
起
息
。

至
多

不
得
過

八
彊

。
或

二
月
為
限
。
或

三
月
為
限
。
或
四
月
為
限
。
到
期
如
有

不
便
。
可
以
推
緩

}
期
。
須

干
期
票
上
。
注
明
北
京

・
上
海

・
天
津

。

准
其

互
相
免
付
。
聯
絡

一
気
。

ま
た
、

天
津

『
大
公
報
』

光
緒

二
九
年

一
一
月
九

日

「清
平
津

郡
市

面
」
も
、
現
銀

不
足
に
対
処
す
る
た
め
、
銭

舗
が
三

・
六

・
九

・
蝋

月
を
決
算
期

と
す

る
過
賑
抹
兌

銀
を
振

り
出
す

こ
と
を

主
張
し

て
お
り
、

一
一
月

一
六

日

「疏
通
市

面
」
に
よ
る
と
、
紳
董
寧

世
福

・
t
爆
光

・
王
賢
賓

・
広
聯
元

が
中

心
と
な

っ
て
、
資
本

金
二
〇

万
両
を
募

り
、
商
務
公
所

よ
り
銀
銭
帖
を
発
行

し
た

と
あ
る
。
な
お
天
津
銀
号

の
銀
両
振
替
制
度

に

つ
い
て
は
、
前

註

(
44
)
宮

下
、
四
九
五
-

四
九
九
頁

も
参

照
。

(
51
)

畢
相
輝

「
河
北
省
宝
壕
県
金
融
流
通

之
方

式
」
方
顕
廷
編

『
中
国
経
済
研
究

』
下
、
商
務
印
書
館
、

一
九
三
八
年
。

(
52
)

『
光
緒
朝
殊

批
奏

摺
』
第
九

二
輯
、
光
緒

二
八
年
四
月
二

二
日
、
吉
林
将

軍
長
順
、
康
徳

『
奉
天
通
志
』
巻

一
四
七
、
財
政
三
、
幣
制
。

(
53
)

宣

統

『
新
民
府
志

』
貨
幣
、

民
国

『
姑
巌
県
志
』
巻

二
、
政
治

、
財
政
、
貨
幣
、

民
国

『
安
東
県
志
』
巻

六
、
人
事
、
商
業

、
安
東
銭
法
木

料
糸
業

斗
湯
皿之
改
革
。

(
54
)

康

徳

『
梨
樹

県
志

』
丁
編
人
事

、
巻
四
、
実
業

、
金
融
、

民
国

『
錦

西
県
志
』
巻

二
、
人
事
、
商
業
、
幣

制
。
な

お
、

公
議
会

の
信
用
創
造

に

つ
い

て
は
、
倉
橋

正
直

「営

口
の
公
議
会
」
『
歴
史

学
研
究
』
四
八

一
号
、

一
九
八
〇
年
を
参
照
。

(
55
)

『
北
満
洲
経
済

調
査
資
料
』

一
七
八
頁
。


